２０２６.３．１現在対応例
　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇薬局　〇〇店

訪問薬剤管理指導提供に係わる説明書・同意書
1． 保険薬局概要
	名称
	

	所在地
	

	電話番号
	

	保険薬局コード
	

	開設者名
	



2． 訪問薬剤管理指導について
1 薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて調剤を行い、患者様のご自宅にお薬をお届けします。
2 ご自宅での薬剤の保管・管理や用法に関する確認を行い、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるようにご説明致します。
3 お薬の副作用や複数の医療機関から頂いているお薬のみ合わせ(相互作用)等のお薬に関する疑問やご心配なことがあれば、担当の薬剤師がわかりやすくご説明致します。
3． 職員等の体制
当薬局の職員体制は以下の通りです。
	従業員の職種
	員数
	通常の勤務体制

	薬剤師
	　名
	常勤者　：　名
非常勤者：　名
勤務時間：
午前　時　分～午後　時　分

	事務員
	　名
	常勤者：　　名　
勤務時間：同上



4． 担当薬剤師
　　　　　　　　　　　様の担当薬剤師は、　　　　　　　　　です。
　　当薬局の責任者は、　　　　　　　　　です。
1 担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求め下さい。
2 患者様は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。
その場合当薬局は、この訪問薬剤管理指導の目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
3 当薬局は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に患者様の同意を得ることと致します。)

5． 営業日時
　　当薬局の通常の営業日時は、次の通りです。
	1 営業日：
休業日：
2 営業時間：



6． 緊急時の対応等
1 緊急時等の体制として、携帯電話により２４時間常時連絡が可能な体制をとっております。
（当薬局の電話番号におかけくだされば自動で携帯電話に転送されます。）
2 必要に応じ患者様の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

7． 費用
　　訪問薬剤管理指導料は以下の通りです。　　　（令和　　年　月　日現在）
	①訪問薬剤管理指導料
　　　　　　　　　単一建物診療患者さま１人の場合          1回　　　　点
　　　　　　　　　単一建物診療患者さま２～９人の場合　　　1回　　　　点
　　　　　　　　　単一建物診療患者さま１０人以上の場合　　1回　　　　点
　　　　　　　　　＊月４回を限度とします。
　　　　　　　　　＊ただし、特殊な場合には１週に２回かつ月８回を限度とします。

②臨時・緊急時に訪問薬剤管理指導を実施した場合
　　　　　　　　　在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料　1回　　　点
　　　　　　　　　＊月４回を限度とします。

4 特殊な薬剤が使用されている場合や６歳未満の乳幼児の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回　　　　点が①または②に加算


診療報酬改定時には内容を変更し、再度説明するようにお願いします。


8． 苦情申立窓口
　　　当薬局の訪問薬剤管理指導の提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
　　　連絡先：　　名称　
　　　　　　　　　住所　
　　　　　　　　　TEL　
　　　　　　　　　FAX　

　　　担当者氏名：　






訪問薬剤管理指導の内容及び重要事項の説明を受け、訪問に同意致します。


　　　　　　　　　　　　　令和　　　　　年　　　　月　　　　日


　　　　患者様
　　　　　　　　住所　：　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　氏名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　患者様のご家族
　　　　　　　　住所　：　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　氏名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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